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開所日数 開所日数

（日） 学生以下 一般 合計 （日） 学生以下 一般 合計

4月 27 2,437 735 3,172 4月 12 109 52 161

5月 22 3,823 986 4,809 5月 14 93 27 120

6月 27 3,456 903 4,359 6月 25 366 144 510

7月 26 2,449 1,097 3,546 7月 27 1134 607 1,741

8月 23 2,294 1,092 3,386 8月 25 784 518 1,302

9月 27 2,242 862 3,104 9月 27 2,251 502 2,753

10月 27 1,607 950 2,557 10月 29 3,211 652 3,863

11月 27 1,095 732 1,827 11月 25 913 435 1,348

12月 23 216 128 344 12月 24 212 134 346

1月 23 788 284 1,072 1月 24 1105 547 1,652

2月 24 1,798 907 2,705 2月 23 1440 575 2,015

3月 7 174 47 221 3月 26 291 148 439

計 283 22,379 8,723 31,102 計 281 11,909 4,341 16,250

開所日数 開所日数

（日） 学生以下 一般 合計 （日） 学生以下 一般 合計

4月 27 1,170 258 1,428 4月 26 797 164 961

5月 25 1,561 379 1,940 5月 24 1,516 378 1,894

6月 29 2,157 419 2,576 6月 28 2,246 508 2,754

7月 27 803 515 1,318 7月 28 1,258 562 1,820

8月 23 631 370 1,001 8月 23 804 412 1,216

9月 28 1,444 482 1,926 9月 26 1,492 629 2,121

10月 28 1,979 739 2,718 10月 26 1,852 818 2,670

11月 25 1,217 516 1,733 11月 27 770 457 1,227

12月 24 465 297 762 12月 24 391 211 602

1月 24 413 127 540 1月 24 795 318 1,113

2月 23 322 166 488 2月 23 1,355 569 1,924

3月 27 153 69 222 3月 26 231 177 408

計 310 12,315 4,337 16,652 計 305 13,507 5,203 18,710

３　令和３年度 ４　令和４年度

月別
利用者数（名）

月別
利用者数（名）

大山青年の家利用者数の実績

１　令和元年度（平成３１年度） ２　令和２年度

月別
利用者数（名）

月別
利用者数（名）

資料２



（千円）

H30実績 Ｒ３実績 Ｒ４実績 R5計画 Ｒ６積算※ 備考

39,081 42,136 43,348 40,882 40,938

シーツ料収入 1,413 455 629 1,300 1,496

体験活動経費収入 567 120 143

雑費収入等 262 250 155

県指定管理料 36,839 41,311 42,421 39,252 38,731

38,846 41,146 42,559 40,882 40,938

38,846 41,146 42,559 40,882 40,938

職員人件費・共済費 10,368 11,442 11,583 11,593 16,764

賃金 1 0

旅費 351 210 176 385

報償費 888 477 583 774

消耗品費 2,943 3,801 5,598 1,868

食糧費 521 137 78 331

印刷製本費 272 194 170 300

光熱水費 4,376 3,080 2,533 5,029 545 R6光熱費は別途加算

修繕費 300 759 501 500 376

役務費 1,760 1,477 1,618 1,308

委託料 13,485 16,841 16,794 14,351 7,566

使用料及び賃借料 2,703 1,463 1,713 2,270

負担金 31 30 30 27

公課費 843 1,233 1,180 1,146

その他の経費 4 2 2 1,000 15,687

235 990 789 0 0収支差額

※「R6積算」の指定管理料収入は、次期指定管理期間（R6～10年度）の予算総額の単年度割り戻し額。

（補足）

１．令和３年度の県指定管理料には、新型コロナウイルス感染症による給食会の減収補填3,068千円を含む。

２．令和４年度の県指定管理料には、新型コロナウイルス感染症による給食会の減収補填3,169千円を含む。

管理費

330

大山青年の家の収支状況

支出

収入

区分

711
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資料４ 

鳥取県立青少年社会教育施設の設置及び管理に関する条例 

昭和 52年 3月 30日 

鳥取県条例第 7号 

 

(目的) 

第 1条 この条例は、地方自治法(昭和 22年法律第 67号)第 244条の 2第 1項及び地方教育行政の組織及び

運営に関する法律(昭和 31 年法律第 162 号)第 30 条の規定に基づき、鳥取県立青少年社会教育施設の設置

及びその管理に関する事項について定めることを目的とする。 

 

(設置) 

第 2条 鳥取県立青少年社会教育施設(以下「青少年社会教育施設」という。)を次のとおり設置する。 

名称 位置 設置目的 

鳥取県立大山青年の家 西伯郡大山町 集団宿泊訓練を通じて青少年の健全な育成を

図るものとする。 

鳥取県立船上山少年自然の家 東伯郡琴浦町 自然に親しませ、自然の中での集団宿泊訓練

を通じて少年の健全な育成を図るものとす

る。 

 (昭 53条例 24・昭 55条例 16・平 10条例 7・平 16条例 33・一部改正) 

 

(所掌事務) 

第 3条 青少年社会教育施設においては、次に掲げる事務を行う。 

鳥取県立大山青年の家 (1) 青少年の集団宿泊訓練に関すること。 

(2) 青少年の野外活動に関すること。 

(3) 青少年及び青少年指導者の研修に関すること。 

(4) その他青少年の健全な育成に関すること。 

鳥取県立船上山少年自然の家 (1) 少年の集団宿泊訓練に関すること。 

(2) 少年の野外活動並びに自然観察及び自然探究に関する

こと。 

(3) 少年指導者の研修に関すること。 

(4) その他少年の健全な育成に関すること。 

2 青少年社会教育施設は、前項に規定する事務に支障がない場合は、一般人に利用させることができる。 

(平 27条例 38・追加) 

 

(職員) 

第 4条 青少年社会教育施設に、所長その他の所要の職員を置く。 

(平 27条例 38・旧第 3条繰下・一部改正) 

 

(指定管理者による管理) 

第 5 条 教育委員会は、地方自治法第 244 条の 2 第 3項の規定に基づき、法人その他の団体であって教育委

員会が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に次に掲げる業務を行わせるものとする。 

(1) 青少年社会教育施設の施設設備の維持管理に関する業務 

(2) 第 13条の規定による使用料の徴収に関する業務 

 

(3) 第 3条第 1項に規定する事務を補助する業務 

(4) 前 3号に掲げるもののほか、青少年社会教育施設の管理に関する業務のうち教育委員会が別に定めるも

の 

(平 27条例 38・追加) 



 

(指定管理者の管理の期間) 

第 6 条 指定管理者が前条に規定する業務を行う期間は、指定管理者の指定を受けた日の属する年度の翌年

度の 4月 1日(当該指定を受けた日が 4月 1 日である場合は、同日)から 5年間とする。ただし、再指定に

よる期間の更新を妨げない。 

(平 27条例 38・追加、平 30条例 36・一部改正) 

 

(指定管理者の選定基準) 

第 7 条 教育委員会は、鳥取県公の施設における指定管理者の指定手続等に関する条例(平成 16 年鳥取県条

例第 67 号)第 5 条の規定にかかわらず、次に掲げる基準によって指定管理者の候補者を選定するものとす

る。 

(1) 第 5条に規定する業務の事業計画書の内容が、青少年社会教育施設の効用を最大限に発揮させるととも

に、当該業務に係る経費の縮減が図られるものであること。 

(2) 第 5条に規定する業務を安定して行うために必要な人員及び財政的基礎を有しており、又は確保できる

見込みがあること。 

(3) 教育委員会が行う事業に積極的に協力する者であること。 

(4) その他教育委員会が第 2条に規定する目的を達成するために必要と認めるものとして別に定める事項 

(平 27条例 38・追加) 

 

(休所日) 

第 8条 青少年社会教育施設の休所日は、次のとおりとする。 

(1) 月曜日 

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和 23年法律第 178号)に規定する国民の祝日(その日が日曜日又は土曜日で

ある場合を除く。) 

(3) 1月 1日から同月 3日まで及び 12月 29日から同月 31日までの日 

2 教育委員会は、特に必要があると認めるときは、前項の規定にかかわらず、臨時に休所し、又は休所日に

開所することができる。 

(平 27条例 38・追加) 

 

(利用の許可) 

第 9条 青少年社会教育施設を利用しようとする者は、教育委員会の許可を受けなければならない。 

2 教育委員会は、その利用が次の各号のいずれかに該当する場合は、前項の許可(以下「利用許可」という。)

をしないことができる。 

(1) 公の秩序を乱し、又は善良の風俗を害するおそれがあると認められるとき。 

(2) 青少年社会教育施設の施設設備を毀損し、若しくは汚損し、又はそのおそれがあると認められるとき。 

(3) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成 3年法律第 77号)第 2条第 2号に規定する暴力

団の利益になると認められるとき。 

3 教育委員会は、青少年社会教育施設の管理上必要があると認めるときは、利用許可に条件を付することが

できる。 

(平 22条例 3・一部改正、平 27条例 38・旧第 5条繰下・一部改正) 

 

(行為の制限等) 

第 10条 青少年社会教育施設においては、次の行為をしてはならない。 

(1) 青少年社会教育施設の施設設備を毀損し、若しくは汚損し、又はそのおそれのある行為をすること。 

(2) 所定の場所以外の場所において喫煙し、又は飲食をすること。 

(3) 青少年社会教育施設の風紀を乱し、若しくは他人に迷惑を及ぼし、又はそのおそれのある行為をするこ

と。 

(4) 前 3号に掲げるもののほか、青少年社会教育施設の管理運営に支障がある行為をすること。 

2 教育委員会は、前項の規定に違反し、又はそのおそれのある者に対しては、青少年社会教育施設への入館

を拒み、又は青少年社会教育施設からの退去を命ずることができる。 



(平 27条例 38・追加) 

 

(措置命令) 

第 11条 教育委員会は、青少年社会教育施設の適正な管理運営を図るため必要があると認めるときは、利用

許可を受けた者(以下「利用者」という。)に対し、必要な措置を命ずることができる。 

(平 27条例 38・追加) 

 

(利用許可の取消し) 

第 12条 教育委員会は、利用者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、利用許可を取り消すこと

ができる。 

(1) この条例又はこの条例に基づく処分に違反したとき。 

(2) 利用許可を受けた利用目的以外の目的に利用し、又はそのおそれがあるとき。 

(3) 利用許可の条件に違反したとき。 

(4) 詐欺その他不正の行為により利用許可を受けたとき。 

(5) 前各号に掲げるもののほか、青少年社会教育施設の管理運営に支障がある行為をし、又はそのおそれが

あるとき。 

(平 27条例 38・追加) 

 

(使用料の徴収) 

第 13条 青少年社会教育施設の利用については、別表に定めるところにより、使用料を徴収する。 

2 指定管理者は、規則で定める特別の理由があるときは、使用料を減免するものとする。 

(平 27条例 38・旧第 6条繰下・一部改正) 

 

(権限の委任) 

第 14条 第 8条から第 12条までに規定する教育委員会の権限は、所長に委任する。 

(平 27条例 38・追加) 

 

(教育委員会規則への委任) 

第 15条 この条例に定めるもののほか、青少年社会教育施設の管理に関する事項は、教育委員会規則で定め

る。 

(平 17条例 61・旧第 8条繰上、平 27条例 38・旧第 7条繰下) 

 

附 則 

1 この条例は、昭和 52年 4月 1日から施行する。 

2 鳥取県立青年の家の設置及び使用料に関する条例(昭和 37年 7月鳥取県条例第 35号)は、廃止する。 

附 則(昭和 53年条例第 24号) 

この条例は、昭和 53年 10月 1日から施行する。 

附 則(昭和 55年条例第 16号) 

この条例は、昭和 55年 4月 1日から施行する。 

附 則(昭和 58年条例第 16号)抄 

(施行期日) 

1 この条例は、昭和 58年 4月 1日から施行する。 

附 則(昭和 59年条例第 11号)抄 

この条例は、昭和 59年 4月 1日から施行する。 

附 則(昭和 61年条例第 24号)抄 

(施行期日) 

1 この条例は、昭和 61年 4月 1日から施行する。 

附 則(昭和 62年条例第 16号) 

この条例は、昭和 62年 4月 1日から施行する。 

附 則(平成元年条例第 16号)抄 



(施行期日) 

1 この条例は、平成元年 4月 1日から施行する。 

附 則(平成 4年条例第 14号)抄 

(施行期日) 

1 この条例は、平成 4年 4月 1日から施行する。 

附 則(平成 8年条例第 12号)抄 

(施行期日) 

1 この条例は、平成 8年 4月 1日から施行する。 

附 則(平成 9年条例第 11号)抄 

(施行期日) 

1 この条例は、平成 9年 4月 1日から施行する。 

附 則(平成 10年条例第 7号) 

この条例は、平成 10年 4月 1日から施行する。 

附 則(平成 11年条例第 11号)抄 

この条例は、平成 11年 4月 1日から施行する。 

附 則(平成 14年条例第 39号)抄 

(施行期日) 

1 この条例は、平成 14年 4月 1日から施行する。 

附 則(平成 16年条例第 33号) 

この条例は、平成 16年 10月 1日から施行する。ただし、第 1条、第 5条、第 8条、第 11条、第 12条及び

第 14条の改正は、同年 9月 1日から施行する。 

附 則(平成 17年条例第 43号)抄 

(施行期日) 

1 この条例は、平成 17年 4月 1日から施行する。 

附 則(平成 17年条例第 61号) 

この条例は、平成 18年 4月 1日から施行する。 

附 則(平成 22年条例第 3号) 

この条例は、平成 22年 4月 1日から施行する。 

附 則(平成 26年条例第 13号)抄 

(施行期日) 

1 この条例は、平成 26年 4月 1日から施行する。 

附 則(平成 27年条例第 38号) 

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第 5 条を加える改正規定並びに第 6 条第 2 項及び別表の改正

規定は、平成 28年 4月 1日から施行する。 

附 則(平成 30年条例第 36号) 

(施行期日) 

1 この条例は、公布の日から施行する。 

(経過措置) 

2 この条例の施行の日前に鳥取県立青少年社会教育施設の設置及び管理に関する条例第 5 条の規定による

教育委員会の指定を受けた者が同条に規定する業務を行う期間については、なお従前の例による。 

附 則(平成 31年条例第 12号)抄 

(施行期日) 

1 この条例は、令和元年 10月 1日から施行する。 

(平 31条例 22・一部改正) 

附 則(平成 31年条例第 22号) 

この条例は、元号を改める政令(平成 31年政令第 143号)の施行の日から施行する。 

(施行の日＝令和元年 5月 1日) 

別表(第 13条関係) 

(昭 53条例 24・昭 55条例 16・昭 58条例 16・昭 59条例 11・昭 61条例 24・昭 62条例 16・平元条例 16・平

4条例 14・平 8条例 12・平 9条例 11・平 11条例 11・平 14条例 39・平 17条例 43・平 26条例 13・平 27条



例 38・平 31条例 12・一部改正) 

 

区分 
金額 

宿泊する場合 宿泊しない場合 

一般人 1人 1泊につき 920円 1人 1日につき 460円 

 



資料５ 

鳥取県立大山青年の家の管理運営に関する規則 

 

昭和 52年 3月 30日 

鳥取県教育委員会規則第 3号 

 

 (趣旨) 

第 1条 この規則は、鳥取県立青少年社会教育施設の設置及び管理に関する条例(昭和 52年鳥取県条例第 7

号)の規定に基づき、鳥取県立大山青年の家(以下「青年の家」という。)の管理運営に関し必要な事項を

定めるものとする。 

(昭 53教委規則 7・昭 55教委規則 7・平 22教委規則 6・一部改正) 

 

(職員の種類及び職) 

第 2条 青年の家の職員(臨時又は非常勤の職員を除く。以下同じ。)の種類は、事務職員とする。 

2 青年の家の職員の職は、所長、次長、係長、指導主事、社会教育主事、専門指導員及び主事とする。 

(昭 53教委規則 7・旧第 4条繰下・一部改正、昭 55教委規則 7・昭 56教委規則 3・平 14教委規則 16・平 18

教委規則 1・一部改正、平 25教委規則 1・旧第 5条繰上・一部改正、平 27教委規則 5・旧第 4条繰上、平

28教委規則 2・令 2教委規則 1・一部改正) 

 

(職員の分担事務) 

第 3条 職員の分担事務は、所長が定める。 

2 所長は、職員の分担事務を定めたときは、これを教育長に報告しなければならない。 

(昭 53教委規則 7・旧第 5条繰下、平 25教委規則 1・旧第 6条繰上、平 27教委規則 5・旧第 5条繰上) 

 

(利用の申込み等) 

第 4条 青年の家を利用しようとする者は、様式第 1号による利用申込書に集団宿泊訓練又は研修の計画を

記載した書面を添えて、利用しようとする日の 10日前までに、所長に提出しなければならない。 

2 所長は、青年の家の利用の許可をしたときは、様式第 2号によりその申込者に通知しなければならな

い。 

3 青年の家の利用の許可を受けた者(以下「利用者」という。)は、その許可に係る事項に変更を生じたと

きは、直ちに、その旨を所長に届け出なければならない。 

(昭 53教委規則 7・旧第 7条繰下、平 12教委規則 1・一部改正、平 25教委規則 1・旧第 8条繰上、平 27教

委規則 5・旧第 7条繰上・一部改正) 

 

(事故の発生の届出) 

第 5条 利用者は、青年の家の利用に際し事故が生じたときは、直ちに、その旨を所長に届け出なければな

らない。 

(昭 53教委規則 7・旧第 11条繰下、平 25教委規則 1・旧第 12条繰上、平 27教委規則 5・旧第 11条繰上・

一部改正) 

 

(委任) 

第 6条 この規則に定めるもののほか、青年の家の管理運営に関し必要な事項は、教育委員会が定める。 

(昭 53教委規則 7・旧第 13条繰下、平 25教委規則 1・旧第 14条繰上、平 27教委規則 5・旧第 13条繰上・

旧第 7条繰上) 

 

附 則 

1 この規則は、昭和 52年 4月 1日から施行する。 

2 鳥取県立青年の家の管理運営に関する規則(昭和 37年 9月鳥取県教育委員会規則第 6号)は、廃止する。 



附 則(昭和 53年教委規則第 7号) 

この規則は、昭和 53年 10月 1日から施行する。 

附 則(昭和 55年教委規則第 7号) 

この規則は、昭和 55年 4月 1日から施行する。 

附 則(昭和 56年教委規則第 3号) 

この規則は、昭和 56年 4月 1日から施行する。 

附 則(平成元年教委規則第 9号) 

この規則は、公布の日から施行する。 

附 則(平成 7年教委規則第 13号) 

この規則は、平成 7年 9月 1日から施行する。 

附 則(平成 8年教委規則第 5号) 

この規則は、平成 8年 4月 1日から施行する。 

附 則(平成 8年教委規則第 13号) 

この規則は、公布の日から施行する。 

附 則(平成 12年教委規則第 1号) 

1 この規則は、公布の日から施行する。 

2 この規則の施行の際現に作成されている用紙は、この規則による改正後の規則の規定にかかわらず、当

分の間、使用することができる。 

附 則(平成 14年教委規則第 16号) 

この規則は、平成 14年 4月 1日から施行する。 

附 則(平成 17年教委規則第 14号) 

この規則は、平成 17年 4月 1日から施行する。 

附 則(平成 18年教委規則第 1号)抄 

(施行期日) 

1 この規則は、平成 18年 2月 1日から施行する。 

附 則(平成 22年教委規則第 6号) 

(施行期日) 

1 この規則は、平成 22年 4月 1日から施行する。 

(経過措置) 

2 この規則の施行の際現に作成されている用紙は、各条の規定による改正後のそれぞれの規則の規定にか

かわらず、当分の間、所要の調整をした上で使用することができる。 

附 則(平成 22年教委規則第 7号) 

この規則は、公布の日から施行する。 

附 則(平成 25年教委規則第 1号)抄 

(施行期日) 

1 この規則は、平成 25年 4月 1日から施行する。 

附 則(平成 26年教委規則第 6号) 

この規則は、平成 26年 4月 1日から施行する。 

附 則(平成 27年教委規則第 5号) 

(施行期日) 

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第 2条及び第 4条の規定は、平成 28年 4月 1日から施行

する。 

(日本の国籍を有しない者を任用することができない職の範囲を定める規則の一部改正) 

2 日本の国籍を有しない者を任用することができない職の範囲を定める規則(平成 12年鳥取県教育委員会

規則第 5号)の一部を次のように改正する。 

〔次のよう〕略 

附 則(平成 28年教委規則第 2号) 

この規則は、平成 28年 4月 1日から施行する。 

附 則(令和 2年教委規則第 1号)抄 

この規則は、令和 2年 4月 1日から施行する。 



様式第 1号(第 4条関係) 

 略 

(昭 53教委規則 7・昭 55教委規則 7・平元教委規則 9・平 8教委規則 5・平 12教委規則 1・平 17教委規則

14・平 22教委規則 6・平 22教委規則 7・平 25教委規則 1・平 26教委規則 6・平 27教委規則 5・一部改正) 

様式第 2号(第 4条関係) 

 略 

(平 12教委規則 1・全改、平 17教委規則 14・平 25教委規則 1・平 26教委規則 6・平 27教委規則 5・一部改

正) 



資料６ 

 

県立学校の授業料等及び社会教育施設の使用料の減免に関する規則 

 

昭和 52年 3月 30日 

鳥取県規則第 15 号 

 (目的) 

第 1条 この規則は、鳥取県立学校(以下「県立学校」という。)の授業料(通信制の課程にあっては、受講料。

以下同じ。)、入学料及び入学選抜手数料(以下「授業料等」という。)並びに鳥取県立博物館及び鳥取県立

青少年社会教育施設(以下「社会教育施設」という。)の使用料の減免に関し必要な事項を定めることを目

的とする。 

(昭 54規則 67・昭 55規則 48・昭 56規則 19・平元規則 36・平 7規則 35・平 15規則 7・平 17規則 63・平 17

規則 85・平 17規則 113・一部改正) 

 

(授業料等及び使用料の減免) 

第 2 条 県立学校の授業料等及び社会教育施設の使用料の減免は、次の表の中欄に掲げる授業料等又は使用

料について行うものとし、当該授業料等又は使用料の減免を行うことができる場合は、それぞれ同表の右

欄に定める事由に該当する場合とする。 

区分 
授業料等又は 

使用料 
減免事由 

県立学校 授業料 1 修学に対する意欲があり、かつ、性行が正しい生徒(高

等学校等就学支援金の支給に関する法律(平成 22 年法

律第 18 号)第 3条第 1項に規定する就学支援金の支給

を受ける者を除く。)が次のいずれかに該当するとき。 

(1) 高等学校等就学支援金の支給に関する法律第 3

条第 2項第 3号に掲げる者に該当しないとき。 

(2) 火災、風水害等の非常災害により授業料の支弁が

困難であると認められるとき。 

(3) 保護者等の疾病、障がい又は死亡により授業料の

支弁が困難であると認められるとき。 

(4) 通学又は下宿等(通学が困難であるためにする場

合に限る。)に要する費用の多額の負担により授業料

の支弁が困難であると認められるとき。 

(5) その他家計が困窮し、授業料の支弁が困難である

と認められるとき。 

2 授業料の滞納により退学の処分を受けた者が次のい

ずれかに該当するとき。 

(1) 1の(2)から(4)までのいずれかに該当するとき。 

(2) 保護者等が破産手続開始の決定を受けている場合

その他授業料の支弁が困難であると認められるとき。 

(3) その他減免する必要があると認められるとき。 

入学料及び入学選

抜手数料 

火災、風水害等の非常災害により入学料及び入学選抜手

数料の支弁が困難であると認められるとき。 

鳥取県立博物館 通常展示の入館料

及び特別展示の入

館料 

1 幼児、児童、生徒又は学生(以下「学生等」という。)

の引率者が教育課程に基づく教育活動として観覧する

とき。 

2 身体障害者手帳の交付を受けた者、療育手帳の交付を



受けた者、精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた者、

障害福祉サービス受給者証の交付を受けた者その他知

事が定める基準に該当する心身に障がいを有する者

(以下「障がい者」という。)及びその介護者が観覧する

とき。 

3 難病の患者に対する医療等に関する法律(平成 26 年

法律第 50 号)第 7条第 4項の規定による医療受給者証

の交付を受けた者(以下「難病患者」という。)及びその

介護者が観覧するとき。 

4 70歳以上の者が観覧するとき。 

5 介護保険法(平成 9 年法律第 123 号)の規定による要

介護認定又は要支援認定を受けた者(以下「要介護者

等」という。)及びその介護者が観覧するとき。 

6 その他教育、学術及び文化の振興を図るため知事が特

に必要があると認めたとき。 

通常展示の入館料 特別展示その他入場料又はこれに類するものを徴収す

る展示を観覧する者が当該利用の日に通常展示を観覧す

るとき。 

展示室等使用料

(冷房若しくは暖

房をしたとき、又

は照明をしたとき

に加算すべき部分

を除く。) 

1 芸術文化団体が芸術又は文化の振興のために行う公

演、展示、講演、講習等のための催し(実費を超える額

の入場料又はこれに類するものを徴収しないものに限

る。)のために利用するとき。 

2 社会教育団体が社会教育活動として行う講習会、講演

会、展示会その他の集会等(実費を超える額の入場料又

はこれに類するものを徴収しないものに限る。)のため

に利用するとき。 

3 障がい者の社会参加を促進すると認められるとき。 

4 難病患者の社会参加を促進すると認められるとき。 

5 70 歳以上の者の社会参加を促進すると認められると

き。 

6 要介護者等の社会参加を促進すると認められるとき。 

7 その他教育、学術及び文化の振興を図るため知事が特

に必要があると認めたとき。 

展示室等使用料 学校教育法(昭和 22 年法律第 26号)第 1条に規定する

学校、同法第 124条に規定する専修学校、同法第 55条第

1 項の規定により指定された技能教育のための施設若し

くは児童福祉法(昭和 22年法律第 164号)第 7条第 1項に

規定する保育所若しくは幼保連携型認定こども園又は教

育に関する活動を行う団体であって知事が別に定める基

準に該当するもの(以下「学校等」という。)が、学生等が

行う公演、学生等の作品の展示等の文化芸術に関する行

事(学年(これに相当するものとして知事が別に定めるも

のを含む。)単位以上の規模で行うこと、実費を超える額

の入場料又はこれに類するものを徴収しないことその他

の知事が別に定める要件に該当するものに限る。)のため

に利用するとき。 

 

鳥取県立大山青

年の家 

施設使用料 1 学校等がその指導計画に基づき行う集団宿泊訓練等

のために利用するとき。 



2 市町村が行う青少年教育に関する研修のために利用

するとき。 

3 障がい者及びその介護者が利用するとき。 

4 難病患者及びその介護者が利用するとき。 

5 要介護者等及びその介護者が利用するとき。 

6 その他青少年の健全な育成を図るため知事が特に必

要があると認めたとき。 

鳥取県立船上山

少年自然の家 

施設使用料 1 学校等がその指導計画に基づき行う集団宿泊訓練等

のために利用するとき。 

2 市町村が行う少年教育に関する研修のために利用す

るとき。 

3 障がい者及びその介護者が利用するとき。 

4 難病患者及びその介護者が利用するとき。 

5 要介護者等及びその介護者が利用するとき。 

6 その他青少年の健全な育成を図るため知事が特に必

要があると認めたとき。 

(昭 53規則 58・昭 54規則 67・昭 55規則 7・昭 55規則 48・昭 56規則 19・昭 57規則 37・昭 57規則 48・昭

58規則 54・昭 61規則 33・昭 62規則 43・平元規則 36・平 5規則 36・平 7規則 35・平 7規則 58・平 8規則

5・平 8規則 47・平 10規則 11・平 12規則 22・平 12規則 88・平 13規則 39・平 13規則 77・平 14規則 53・

平 15規則 7・平 15規則 47・平 16規則 12・平 16規則 47・平 17規則 37・平 17規則 63・平 17規則 85・平

17規則 113・平 19規則 94・平 26規則 32・平 26規則 53・平 29規則 26・平 30規則 51・一部改正) 

 

(減免の申請手続等) 

第 3条 県立学校の授業料等及び社会教育施設の使用料の減免の申請手続その他必要な事項は、別に定める。 

(昭 55規則 48・平 7規則 35・平 17規則 113・一部改正) 

附 則 

この規則は、昭和 52年 4月 1日から施行する。 

附 則(昭和 53年規則第 58号) 

この規則は、昭和 53年 10月 1日から施行する。 

附 則(昭和 54年規則第 67号) 

この規則は、昭和 54年 12月 15日から施行する。 

附 則(昭和 55年規則第 7号) 

この規則は、昭和 55年 4月 1日から施行する。 

附 則(昭和 55年規則第 48号) 

この規則は、昭和 55年 9月 1日から施行する。 

附 則(昭和 56年規則第 19号) 

この規則は、昭和 56年 4月 1日から施行する。 

附 則(昭和 57年規則第 37号) 

この規則は、昭和 57年 7月 1日から施行する。 

附 則(昭和 57年規則第 48号) 

この規則は、昭和 57年 10月 1日から施行する。 

附 則(昭和 58年規則第 54号) 

この規則は、昭和 58年 7月 1日から施行する。 

附 則(昭和 61年規則第 33号) 

この規則は、公布の日から施行する。 

附 則(昭和 62年規則第 43号) 

この規則は、公布の日から施行する。 

附 則(平成元年規則第 36号) 

この規則は、公布の日から施行する。 

附 則(平成 5年規則第 36号) 

この規則は、平成 5年 5月 1日から施行する。 

附 則(平成 7年規則第 35号) 



この規則は、平成 7年 4月 1日から施行する。 

附 則(平成 7年規則第 58号) 

この規則は、平成 7年 9月 1日から施行する。 

附 則(平成 8年規則第 5号) 

この規則は、平成 8年 4月 1日から施行する。 

附 則(平成 8年規則第 47号) 

この規則は、平成 8年 7月 1日から施行する。 

附 則(平成 10年規則第 11号) 

この規則は、平成 10年 4月 1日から施行する。 

附 則(平成 12年規則第 22号) 

この規則は、平成 12年 4月 1日から施行する。 

附 則(平成 12年規則第 88号) 

この規則は、平成 12年 9月 1日から施行する。ただし、第 2条の規定は、同年 10月 1日から施行する。 

附 則(平成 13年規則第 39号) 

この規則は、平成 13年 4月 1日から施行する。 

附 則(平成 13年規則第 77号) 

この規則は、公布の日から施行する。 

附 則(平成 14年規則第 53号) 

この規則は、平成 14年 4月 1日から施行する。 

附 則(平成 15年規則第 7号) 

この規則は、平成 15年 4月 1日から施行する。 

附 則(平成 15年規則第 47号) 

この規則は、平成 15年 4月 1日から施行する。 

附 則(平成 16年規則第 12号) 

この規則は、平成 16年 4月 1日から施行する。 

附 則(平成 16年規則第 47号) 

この規則は、平成 16年 4月 1日から施行する。 

附 則(平成 17年規則第 37号) 

この規則は、平成 17年 4月 1日から施行する。 

附 則(平成 17年規則第 63号) 

この規則は、平成 17年 4月 1日から施行する。 

附 則(平成 17年規則第 85号) 

この規則は、平成 18年 4月 1日から施行する。 

附 則(平成 17年規則第 113号) 

この規則は、平成 18年 4月 1日から施行する。 

附 則(平成 19年規則第 94号) 

この規則は、平成 19年 12月 26日から施行する。 

附 則(平成 26年規則第 32号) 

この規則は、平成 26年 4月 1日から施行する。 

附 則(平成 26年規則第 53号)抄 

(施行期日) 

第 1条 この規則は、条例の施行の日から施行する。 

(施行の日＝平成 27年 4月 1日) 

附 則(平成 29年規則第 26号) 

この規則は、平成 29年 4月 1日から施行する。 

附 則(平成 30年規則第 51号) 

この規則は、平成 30年 7月 1日から施行する。 



資料７ 

鳥取県立青少年社会教育施設における施設使用料減免の取扱い 
 

区分 

減免率と該当者の例示 

利用団体の例示 主催者・指導

者 
講師等 

学校等（学校教育法（昭和２２年法律第２６

号）第１条に規定する学校、同法第１２４条

に規定する専修学校、同法第５５条第１項の

規定により指定された技能教育のための施設

若しくは児童福祉法（昭和２２年法律第１６

４号）第７条第１項に規定する保育所若しく

は幼保連携型認定こども園又は教育に関する

活動を行う団体であって知事が別に定める基

準に該当するもの）がその指導計画に基づき

行う集団宿泊訓練等のために利用するとき 

引率教員 

 

10/10 

ボランティア 

外部講師 

10/10 

大学、短期大学、高等専

門学校（４年制）、専修

学校（一般課程、専門課

程）、農業大学校、高等

学校、特別支援学校 

市町村が行う青少年教育に関する研修のた

めに利用するとき 

主催課職員 

引率教員 

 

10/10 

受講者 

ボランティア 

外部講師 

10/10 

小・中学校 

市町村教育委員会 

県又は県教育委員会が行う青少年教育に関

する研修のために利用するとき 

担当課職員 

 

 

10/10 

受講者 

ボランティア 

外部講師 

10/10 

社会教育課 

教育センター 

そ
の
他
青
少
年
の
健
全
育
成
を
目
的
と
し
て
利
用
す
る
と
き 

指導者養

成のため

利用 

少年団体 主催者 

 

1/2 

受講者 

外部講師等 

1/2 

子ども会、ボーイスカウ

ト、ガールスカウト、ス

ポーツ少年団 

その他青少年の健全育成

を主たる目的として設立

されている団体の利用 

主催者 

 

1/2 

受講者 

外部講師等 

1/2 

ＰＴＡ、保護者の会、青

年団 

その他の団体の利用 ０ ０ 婦人会 

青
少
年
を
引
率
し
て
の
利
用 

宿
泊
利
用
の
場
合 

少年団体 引率者 

 

10/10 

ボランティア 

外部講師 

10/10 

子ども会、ボーイスカウ

ト、ガールスカウト、ス

ポーツ少年団 

その他青少年の健全育成

を主たる目的として設立

されている団体の利用 

引率者 

勤労青年 

在学青年 

０ 

ボランティア 

外部講師等 

 

10/10 

ＰＴＡ、保護者の会、青

年団 

その他の団体の利用 ０ ０ 婦人会 

日
帰
り
利
用
の
場
合 

少年団体 引率者 

 

10/10 

ボランティア 

外部講師 

10/10 

子ども会、ボーイスカウ

ト、ガールスカウト、ス

ポーツ少年団 

その他青少年の健全育成

を主たる目的として設立

されている団体の利用 

引率者 

勤労青年 

在学青年 

０ 

ボランティア 

外部講師等 

 

10/10 

ＰＴＡ、保護者の会、青

年団 

その他の団体の利用 ０ ０ 婦人会 



身体障害者手帳の交付を受けた者、療育手帳

の交付を受けた者、精神障碍者保健福祉手帳

の交付を受けた者、障害福祉サービス受給者

証の交付を受けた者、その他知事が定める基

準に該当する心身に障がいを有する者（以下

「障がい者」という。）の社会参加を促進す

ると認められるとき 

障がい者及び 

これらの者の介護者 

10/10 

 

上記以外 

０ 

 

難病の患者に対する医療等に関する法律（平

成２６年法律愛５０号）第７条第４項の規定

による医療受給者証の交付を受けた者（以下

「難病患者」という。）の社会参加を促進す

ると認められるとき 

難病患者及び 

これらの者の介護者 

10/10 

 

上記以外 

０ 

 

介護保険法（平成 9年法律第 123号）の規定

による要介護認定又は要支援認定を受けた

者（以下「要介護者等」という。）の社会参

加を促進すると認められるとき 

要介護者等及び 

これらの者の介護者 

10/10 

 

上記以外 

０ 

 

その他所長が特に減免の必要があると認め、

教育長がこれを承認した研修のため利用す

るとき 

０ 10/10 

又は 

1/2 

 

 



資料８ 
大山青年の家における現状の職員体制 

 
 

  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

職名 身分 職員数 分担事務 保有資格 
所長 正規職員 １名 施設の総括、人事管理 ２級ボイラー

技士 
指導担当係長 正規職員 １名 指導に関する事務の総括、指導員の研修、主

催事業の立案・運営、野外活動における安全
管理、指導員の勤務割振り 

２級ボイラー
技士 

社会教育主事 正規職員 １名 利用者の受け入れ準備、事前指導、研修計画
に対する相談、入所中の指導、給食数の調整
等給食会との連絡調整、主催事業の運営 

 

専門指導員 
（研修・２
年） 

正規職員 ２名 利用者の受け入れ準備、事前指導、研修計画
に対する相談、入所中の指導、給食数の調整
等給食会との連絡調整、主催事業の運営 

社会教育士 

専門指導員 
（研修・半
年） 

正規職員 １名 利用者の受け入れ準備、事前指導、研修計画
に対する相談、入所中の指導、給食数の調整
等給食会との連絡調整、主催事業の運営 

 

体験活動指導員
（半年） 

非常勤 
職員 

１名 入所中の指導及びそれに伴う補助業務  

次長 正規職員 １名 施設設備の維持管理、郵券の管理、各種調査
の回答、外部機関との連絡調整 

甲種防火管理
者、陸上特殊
無線３級 

事務職員 非常勤 
職員 

１名 利用者の受付・案内・許可、使用料の徴収・
減免、文書等の収受・発送、利用状況等のデ
ータ整理、各種経費の支払い 

 

技術指導支援員 非常勤 
職員 

１名 施設設備の維持管理、利用者に対する指導の
助手、危険物の取扱・保安管理、指導員への
知識提供・技術指導、技術指導支援員・ボイ
ラー技士の勤務割振り 

危険物取扱者
（乙種第四
類）、1級ボ
イラー技士、
陸上特殊無線
２級 

ボイラー技士 非常勤 
職員 

１名 施設設備の維持管理、利用者に対する指
導の助手、危険物の取扱・保安管理 

危険物取扱者
（乙種第四
類）、２級ボイ
ラー技士 

所長（１名） 

指導担当係長（１名） 社会教育主事（１名） 

専門指導員（研修派遣 ２年間）（２名） 

専門指導員（研修派遣 ４月～９月）（１名） 

体験活動指導員（１０月～３月）（１名・非常勤職員） 

次長（１名） 事務職員（１名・非常勤職

員） 

技術指導支援員（１名・非常勤職員） 

ボイラー技士（１名・非常勤職員） 

この点線囲み部分の

人員が指定管理部分

に係る人員 

給食業務・・・大山青年の家給食会に業務委託 

       栄養士（１名）、調理業務は再委託 



資料９ 
職員勤務の例 

 
※現状の体制に応じたあくまで一例です。 
 

休所日    月曜日及び祝日 年末年始 

職員の休暇  週休２日（ローテーション勤務） 

 

 8:30 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:30 17:15 18:00 19:00 20:00 21:00 22:00～6:00 6:00～8:30 

所長                

指導担当係長                

社会教育主事                

専門指導員                

専門指導員                

専門指導員                

次長                

事務職員                

技術指導支援員                

ボイラー技士                

警備員                

  

宿直業務 

休暇 



勤務割振り表（例） 

職名 日 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 

曜 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 

所長（県） ○   ○ ○ ○ ○ ○  ○ ○  ○ ○   ○ ○ ○ ○  年   ○ ○ ○ ○ ○  

指導担当係長

（県） 
○    ○ ○ ○   ○ 宿 ○ ○ ○ ○  ○ ○ ○ ○ ○    ○ ○ 宿 宿 ○ 

 

社会教育主事

（県） 
○  ○ 宿 ○  ○   ○ ○ 宿 ○ ○    ○ ○ ○ ○ ○    ○ 年 宿 ○ 

 

専門指導員（県） ○   ○ 宿 ○ ○ ○   ○ ○ ○ ○ ○   宿 ○ ○ ○ ○   宿 ○  宿 ○  

専門指導員（県） ○    ○ ○ ○ ○   ○ ○ ○ ○ ○  宿 ○ ○ ○ ○   ○ ○ 宿 ○ ○ ○  

専門指導員（県） ○   ○ ○ ○ ○ ○  ○ ○ ○ ○ ○ ○   ○ 宿 ○ ○ ○     ○ ○ ○  

次長 ○   ○ ○ ○ ○ ○   ○ ○  ○   ○ ○ ○ ○ ○ ○  ○ ○ ○ ○ ○ ○  

事務職員 ○    年 ○ ○   ○ ○ ○ ○ ○ ○   ○ ○ ○ ○ ○     ○ ○ ○  

技術指導員 早 6   5 6 6 6      6 5 6   5 6 6 6        6  

遅          6 6 6             6 6 5 6   

ボイラー技

士 

早 6     5 6 6   6 6 6 5      6 5 6    6 5 6 6  

遅    6 6            6 6 6            

警備員 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

利用申込団体数 

（想定） 

※申込日を挙げ

ているため 5 日

の 1 泊 2 団体は

翌日 6 日の利用

もある 

日

帰

り

２

団

体 

休

所

日 

申

込

な

し 

１

泊

２

日

１

団

体 

１

泊

２

日

１

団

体 

 日

帰

り

４

団

体 

日

帰

り

３

団

体 

休

所

日 

１

泊

２

日

１

団

体 

１

泊

２

日

１

団

体 

日
帰
り
１
団
体 

１
泊
２
日
２
団
体 

 

申

込

な

し 

日

帰

り

３

団

体 

日

帰

り

２

団

体 

休

所

日 

２

泊

３

日

１

団

体 

１

泊

２

日

１

団

体 

日

帰

り

１

団

体 

日

帰

り

１

団

体 

日

帰

り

４

団

体 

日

帰

り

３

団

体 

休

所

日 

日

帰

り

１

団

体 

１

泊

２

日

１

団

体 

１

泊

２

日

１

団

体 

日

帰

り

１

団

体 

１

泊

２

日

１

団

体 

申

込

な

し 

休

所

日 

 
 

 

 

※“○”は出勤日、“宿”は宿直、“年”は年休 

※技術指導支援員・ボイラー技士の“６”及び“５”は勤務時間 



資料１０ 

大山青年の家における外部委託及び賃貸借の状況 

 

１ 委託契約（複数年度）       （金額単位：千円） 

番号 項目 契約総額 契約期間 

１ 浄化槽維持管理業務委託 ２，５８０ H31.4.1～R6.3.31 

２ 清掃業務委託 ４，１１０ R3.4.1～R6.3.31 

３ 自家用電気工作物保安管理業務委託  ７１２ H31.4.1～R6.3.31 

４ 常駐警備業務委託 ２２，８６０ H31.4.1～R6.3.31 

５ 消防用設備点検業務委託 １，１１０ H31.4.1～R6.3.31 

６ 空気環境測定・昆虫薬剤駆除委託 ９２４ R2.4.1～R6.3.31 

７ 建築物環境衛生管理業務委託 ６８６ R2.4.1～R6.3.31 

８ 給食業務 ４０，４７８ H31.4.1～R6.3.31 

 

２ 委託契約（単年度：令和４年度実績）                  （金額単位：千円） 

番号 項目 契約金額 契約期間 

１ カヌー体験指導 ５０ R4.5.21～R4.5.22 

２ 産業廃棄物処理委託 ５１ R4.10.25～R5.3.31 

３ 構内除雪業務委託 

時間単価： 

昼 26,290円 

夜 27,500円 

R4.12.1～R5.3.31 

４ 布団一式洗濯 ４０７ R5.2.7 

 

３ 賃貸借契約 

番号 項目 年額（円） 契約期間 

１ 印刷機賃貸借及び保守 88,440 H31.4.1～R6.3.31 

２ パソコン／プリンター賃貸借 110,160 H31.4.1～R6.3.31 

３ シュレッダーの賃貸借 34,992 H30.5.1～R5.4.30 

４ 電話設備賃貸借 237,600 R1.5.1～R6.4.30 

５ 清掃用モップ賃貸借 64,032 R3.4.1～R6.3.31 

６ 会計システム等賃貸借 242,000 R3.6.1～R6.3.31 

７ シーツ 単価 230円/枚 R4.4.1～R6.3.31 

※長期契約及び令和４年度の単発ものについて記載 

 

  



資料１１ 
 

大山青年の家修繕実績（Ｒ２～Ｒ４） 
※指定管理者が実施したもの 

年度 修繕内容 実績額（円） 

Ｒ２ モア修理 10,010 

公用車点検 14,850 

丸ノコ修繕 21,671 

防火戸修繕 84,150 

多目的トイレ水洗ユニット交換 27,500 

まな板殺菌器 3,740 

ロータリーモアブレード修理 30,371 

ボイラー配管修理（女性トイレ） 30,000 

厨房グリストラップ清掃 69,300 

軽トラックエンジン調整 40,601 

除雪機修繕 59,994 

厨房回転釜ガス管修繕 46,200 

ボイラー配管修理 71,500 

Ｒ２年度 計 839,740 

Ｒ３ 窓ガラス修繕 40,920 

チェーンソー修理 42,350 

浴室シャワーヘッド交換 49,401 

ボイラータイムスイッチ 33,000 

男子浴室手洗い排水、野外水道管修繕 55,000 

防火扉修繕 27,500 

ボイラー膨張タンク清掃点検 22,000 

公用車車検 67,078 

食堂手洗い修理 46,200 

該当損傷応急措置 33,000 

ガラス窓修繕 36,850 

体育館女子トイレ電灯センサー修繕 47,300 

ＦＡＸ電話回線改修 19,800 

電話録音機機能追加 33,000 

ボイラー蒸気配管改修 97,900 

厨房ガス代五徳交換 40,370 

管理棟１階煙感知器交換 24,200 

非常放送設備点検修理 16,500 

ボイラー蒸気配管修理 28,600 

水道管修繕 11,000 

２階談話室畳表替え 74,250 

レンタル機械修理 28,998 

Ｒ３年度 計 294,001 



年度 修繕内容 実績額（円） 

Ｒ４ 非常放送設備修繕 39,600 

水道修繕工事 45,100 

駐車場案内ライン引き 10,989 

防火戸修理 30,800 

枕カバー交換２００枚 99,600 

玄関ドア修理 74,800 

ボイラー蒸気配管修理４号室 42,900 

女子脱衣所洗面水洗修理 3,289 

電話録音機能修理ＵＳＢ交換 13,200 

浄化槽調整槽フロートスイッチ取替 30,800 

管理棟２Ｆ女子トイレ手洗い排水修理 46,200 

多目的浴室手洗い混合栓交換 42,900 

男子浴室シャワー修理 46,200 

非常用発電機バッテリー交換 40,480 

Ｒ４年度 計 566,858 

＜参考：県による維持修繕工事の状況＞ 

県がこれまで実施、又は今後実施予定の主な維持修繕工事は下表のとおりです。 

なお、令和６年度以降の工事は予定であり、実施時期が変更になる可能性があります。 

時期 工事名 

平成 22年度 非常用発電機更新工事 

平成 24年度 管理棟耐震改修工事 

平成 25年度 体育館耐震改修工事 

令和 3年度 宿泊室ほかエアコン設置工事 

令和 5～6年度 宿泊棟・生活棟ボイラー配管改修工事 

令和 6年度 照明ＬＥＤ化工事 

電気設備（高圧受変電盤更新）工事 

令和 8年度 管理棟屋根修繕工事 

給水設備（給水管類更新）工事 

令和 9年度 宿泊棟・生活棟屋根修繕工事 

屋外浄化槽更新工事 

令和 10年度 生活棟・管理棟空調設備改修工事 

 

  



品名 銘柄、規格等 取得年月日
取得金額
（円）

乗用草刈機
株式会社ＩＳＥＫＩアグリ　乗用モアー

ＡＲＭ８３Ｇ
30.9.11 401,652

牽引式ブラシスイーパー
株式会社オーレック　牽引式スイーパー

ヒッチセット
30.9.11 93,852

応接机 木製デコラ張１５００×６００×５００ 58.08.01 55,000

エアコン 日立ＲＰＫ－Ｊ５０Ｋ１ 08.09.27 290,460

エアコン ナショナルＣＳ－ＢＡ２２Ｔ 08.08.08 134,930

天体望遠鏡
ビクセン　ＧＰＤ２－ＶＣ２００Ｌ・ＳＢ

Ｓ
20.08.28 301,350

雷サージ対策装置
リコーＩＴｒａｐ－４３００６Ｊ、ＩＴｒ

ａｐ－ＴＥＬ４３００Ｊ
19.08.10 65,100

鳥取県財務会計関係法令集 　 12.12.03 12,285

鳥取県人事関係法令集 　 12.12.27 12,285

ワイヤレスアンプ 東和ＷＡ６５０－Ｃ 04.04.01 177,430

ワイヤレスシステム ＰＥ－Ｗ９１他 13.07.17 193,515

ワイヤレスアンプ ユニベックス　ＷＡ－８６２ＣＤＡ 27.02.24 187,920

演台 ウチダＭ４０型 08.03.15 79,145

実物投影機 エルモ　Ｌ－１２ｉ 25.11.21 59,535

液晶プロジェクター 映機工業　　ＬＣ－ＶＢ４０ＤＮ 19.06.27 294,000

プロジェクター収納台 ウチダＳＳ－９０Ｐ 05.04.01 131,325

応接机 木製デコラ張１５００×６００×５００ 58.08.01 55,000

掛図掛（大山概念図）
（大山周辺概念図）１８００×１２００×

３０オリルペイント書き
54.03.31 70,000

施設案内図 ライトニウム板　１５００×１２００ 19.03.28 136,500

演台 ウチダＭ４０型 08.03.15 79,145

折たたみ椅子収納台車 ライオン５０脚収納 54.03.15 58,500

折たたみ椅子収納台車 ライオン５０脚収納 54.03.15 58,500

スピーカー シャープＡＮ－ＸＰＬ９０ 05.04.01 177,675

スピーカー シャープＡＮ－ＸＰＬ９０ 05.04.01 177,675

プロジェクター収納台 ウチダＳＳ－９０Ｐ 05.04.01 131,325

応接机 木製デコラ張１５００×６００×５００ 58.08.01 55,000

アコーディオン ヤマハＹＡ－４８ 55.03.29 99,000

アコーディオン ヤマハＹＡ－４８ 55.03.29 99,000

絵画 油絵６０号額縁付「漂流」 56.09.22 1,200,000

開放式石油暖房機 サンポット㈱　ＫＢＲ－１９０型 18.12.21 65,100

県産木製ベンチ ○□×杉 21.03.12 50,925

県産木製ベンチ ○□×杉 21.03.12 50,925

大山青年の家への貸付物品一覧
資料１２



品名 銘柄、規格等 取得年月日
取得金額
（円）

書架（丹比駅用）大 仕様書のとおり 21.10.09 127,000

除湿機 コロナＣＤＷ１６１型 10.03.13 55,650

除湿機 コロナＣＤＷ１６１型 10.03.13 55,650

除湿機 コロナＣＤＷ１６１型 10.03.13 55,650

応接机 木製デコラ張１５００×６００×５００ 58.08.01 55,000

簡易ステージ ライオンＮｏ６８４デリカステージ幕板付 53.12.26 227,000

簡易ステージ ライオンＮｏ６８４デリカステージ幕板付 53.12.26 227,000

スクリーン
オーエスＰＴ－１２０ＶＷＧ１０３　三脚

スタンド式　携帯タイプ
20.07.16 55,650

バレーボール支柱
差込式７６φベベルギャー上下式巻取器付

９人制ネット付（公認Ａ
53.12.19 85,000

バレーボール支柱
トーエイライト　Ｂ－５９８８　床下２５

０ｍｍ
25.12.06 52,920

靴箱 スキー靴箱（大）３８０×３５×１８０ 54.03.30 93,000

靴箱 スキー靴箱（大）３８０×３５×１８０ 54.03.30 93,000

芝刈機 キンボシ　ＧＨＤー４８００Ｒ 21.11.27 88,935

手動式ウィンチ
チルホール　リバティー　Ｘー１３　ワイ

ヤー２０ｍ付
21.11.27 67,935

チェンソー 小松ゼノアＧ４１０ＡＶＳ１８インチ 07.03.07 100,940

チェーンソー 共立ＣＳＶＥ３９６　１８”バー 19.03.28 105,000

チェーンソー 共立ＣＳＥ３２００Ｔ　１４”バー 19.04.06 71,400

除雪機 フジイ　ＳＤ１１２３ＤＫ２ 19.12.05 1,667,400

集会用テント
ユニチカサンフローラ１．５間×２間三方

幕
63.03.19 90,000

公用車（セレナ） ＡＴ　４ＷＤ 16.07.27 1,986,600

カヌー 08.03.22 70,864

カヌー 08.03.22 70,864

カヌー 08.03.22 70,864

カヌー 08.03.22 70,864

カヌー 08.03.22 70,864

カヌー インベーダ・シューレー 08.07.12 79,207

カヌー インベーダ・シューレー 08.07.12 79,207

カヌー インベーダ・シューレー 08.07.12 79,207

カヌー インベーダ・シューレー 08.07.12 79,207

カヌー インベーダ・シューレー 08.07.12 79,207

カヌー インベーダ・シューレー 08.07.12 79,207

カヌー インベーダ・シューレー 08.07.12 79,207

カヌー インベーダ・シューレー 08.07.12 79,207



品名 銘柄、規格等 取得年月日
取得金額
（円）

カヌー インベーダ・シューレー 08.07.12 79,207

カヌー インベーダ・シューレー 08.07.12 79,207

カヌー インベーダーシューレ〈ライトタイプ〉 09.07.03 79,044

カヌー インベーダーシューレ〈ライトタイプ〉 09.07.03 79,044

カヌー インベーダーシューレ〈ライトタイプ〉 09.07.03 79,044

カヌー インベーダーシューレ〈ライトタイプ〉 09.07.03 79,044

カヌー インベーダーシューレ〈ライトタイプ〉 09.07.03 79,044

カヌー インベーダーシューレ〈ライトタイプ〉 09.07.03 79,044

カヌー インベーダーシューレ〈ライトタイプ〉 09.07.03 79,044

カヌー インベーダーシューレ〈ライトタイプ〉 09.07.03 79,044

カヌー インベーダーシューレ〈ライトタイプ〉 09.07.03 79,044

カヌー インベーダーシューレ〈ライトタイプ〉 09.07.03 79,044

２人乗カヌー 　 10.03.18 115,290

カヌー プリヨンリバーカヤック、サイクロン 10.05.15 108,297

カヌー プリヨンリバーカヤック、サイクロン 10.05.15 108,297

カヌー プリヨンリバーカヤック、サイクロン 10.05.15 108,297

カヌー プリヨンリバーカヤック、サイクロン 10.05.15 108,297

カヌー プリヨンリバーカヤック、サイクロン 10.05.15 108,297

カヌー プリヨンリバーカヤック、サイクロン 10.05.15 108,297

カヌー プリヨンスクール 13.09.21 61,425

カヌー プリヨンスクール 13.09.21 61,425

カヌー プリヨンスクール 13.09.21 61,425

カヌー プリヨンスクール 13.09.21 61,425

カヌー プリヨンスクール 13.09.21 61,425

カヌー プリヨンスクール 13.09.21 61,425

カヌー プリヨンスクール 13.09.21 61,425

カヌー プリヨンスクール 13.09.21 61,425

カヌー プリヨンスクール 13.09.21 61,425

カヌー プリヨンスクール 13.09.21 61,425

２人乗カヌ－ ＰＲＩＪＯＮカプリ２ 15.03.06 145,000

カヌ－
パーセプション社製　アケイディア２　２

人乗り用
17.06.24 101,640

カヌ－
パーセプション社製　アケイディア２　２

人乗り用
17.06.24 101,640

カヌ－
パーセプション社製　アケイディア２　２

人乗り用
17.06.24 101,640

カヌ－
パーセプション社製　アケイディア２　２

人乗り用
17.06.24 101,640

カヌ－
パーセプション社製　アケイディア２　２

人乗り用
17.06.24 101,640



品名 銘柄、規格等 取得年月日
取得金額
（円）

カヌ－（２人乗り） ＰＲＩＪＯＮ　カプリ２　イエロ－ 15.06.30 93,135

カヌ－（２人乗り） ＰＲＩＪＯＮ　カプリ２　イエロ－ 15.06.30 93,135

カヌ－（２人乗り） ＰＲＩＪＯＮ　カプリ２　イエロ－ 15.06.30 93,135

カヌ－（２人乗り） ＰＲＩＪＯＮ　カプリ２　イエロ－ 15.06.30 93,135

カヌ－（２人乗り） ＰＲＩＪＯＮ　カプリ２　イエロ－ 15.06.30 93,135

カナディアンカヌ－ ノイマン　オ－グ３　レッド 15.06.30 106,071

ＡＥＤ（自動体外式除細動器） フクダ電子　ハートスタートＨＳ１+ R1.10.17 198,000

ピアノ（アップライト） ヤマハU300　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　U300H7.5.9 654,050

ＡＥＤ（自動体外式除細動器） フクダ電子　ハートスタートＨＳ１+ R2.5.25 198,000

カヤック及びパドル

①カヤック：Ｐｒｉｊｏｎ　プリヨンスクールＴｙｐ

ｅ　Ｃｕｒｖｅ３．０（色）イエロー　②パドル：Ｔ

ＮＰ　ライトカヤック（非対称ブレード）２００ｃｍ

（色）レッド

R3.2.3 126,720

カヤック及びパドル

①カヤック：Ｐｒｉｊｏｎ　プリヨンスクールＴｙｐ

ｅ　Ｃｕｒｖｅ３．０（色）イエロー　②パドル：Ｔ

ＮＰ　ライトカヤック（非対称ブレード）２００ｃｍ

（色）レッド

R3.2.3 126,720

カヤック及びパドル

①カヤック：Ｐｒｉｊｏｎ　プリヨンスクールＴｙｐ

ｅ　Ｃｕｒｖｅ３．０（色）イエロー　②パドル：Ｔ

ＮＰ　ライトカヤック（非対称ブレード）２００ｃｍ

（色）レッド

R3.2.3 126,720

カヤック及びパドル

①カヤック：Ｐｒｉｊｏｎ　プリヨンスクールＴｙｐ

ｅ　Ｃｕｒｖｅ３．０（色）イエロー　②パドル：Ｔ

ＮＰ　ライトカヤック（非対称ブレード）２００ｃｍ

（色）レッド

R3.2.3 126,720

カヤック及びパドル

①カヤック：Ｐｒｉｊｏｎ　プリヨンスクールＴｙｐ

ｅ　Ｃｕｒｖｅ３．０（色）イエロー　②パドル：Ｔ

ＮＰ　ライトカヤック（非対称ブレード）２００ｃｍ

（色）レッド

R3.2.3 126,720

カヤック及びパドル

①カヤック：Ｐｒｉｊｏｎ　プリヨンスクールＴｙｐ

ｅ　Ｃｕｒｖｅ３．０（色）イエロー　②パドル：Ｔ

ＮＰ　ライトカヤック（非対称ブレード）２００ｃｍ

（色）レッド

R3.2.3 126,720

カヤック及びパドル

①カヤック：Ｐｒｉｊｏｎ　プリヨンスクールＴｙｐ

ｅ　Ｃｕｒｖｅ３．０（色）イエロー　②パドル：Ｔ

ＮＰ　ライトカヤック（非対称ブレード）２００ｃｍ

（色）レッド

R3.2.3 126,720

カヤック及びパドル

①カヤック：Ｐｒｉｊｏｎ　プリヨンスクールＴｙｐ

ｅ　Ｃｕｒｖｅ３．０（色）イエロー　②パドル：Ｔ

ＮＰ　ライトカヤック（非対称ブレード）２００ｃｍ

（色）レッド

R3.2.3 126,720

テント
キャンパルジャパン株式会社 ｏｇａｗａ　ス

クートＤＸ６
R3.2.16 59,015

テント
キャンパルジャパン株式会社 ｏｇａｗａ　ス

クートＤＸ６
R3.2.16 59,015

テント
キャンパルジャパン株式会社 ｏｇａｗａ　ス

クートＤＸ６
R3.2.16 59,015

テント
キャンパルジャパン株式会社 ｏｇａｗａ　ス

クートＤＸ６
R3.2.16 59,015

テント
キャンパルジャパン株式会社 ｏｇａｗａ　ス

クートＤＸ６
R3.2.16 59,015



品名 銘柄、規格等 取得年月日
取得金額
（円）

テント
キャンパルジャパン株式会社 ｏｇａｗａ　ス

クートＤＸ６
R3.2.16 59,015

テント
キャンパルジャパン株式会社 ｏｇａｗａ　ス

クートＤＸ６
R3.2.16 59,015

テント
キャンパルジャパン株式会社 ｏｇａｗａ　ス

クートＤＸ６
R3.2.16 59,015

閲覧テーブル コクヨＢＬ－３５０８Ｎ H8.3.28 120,819

絵画 初雪の大山１００号 H17.3.22 1,000,000

デジタル無線機

アイコム（株）基地局無線機ＩＣ－ＤＵ６０１

０Ｓ１、携帯無線機　ＩＣ－ＤＵ６０Ｓ１、６

連急速充電器 ＢＣ－１２１ＮＡ、ＡＣアダプタ

ＢＣ－１５７Ｓ　他

R4.3.11 574,200

SUP（サップ）
U-BOATジョイ、U-BOATジョイSUPパドル３

ピース、U-BOATジョイ用リーシュコード
R4.7.26 83,600

SUP（サップ）
U-BOATジョイ、U-BOATジョイSUPパドル３

ピース、U-BOATジョイ用リーシュコード
R4.7.26 83,600

SUP（サップ）
U-BOATジョイ、U-BOATジョイSUPパドル３

ピース、U-BOATジョイ用リーシュコード
R4.7.26 83,600

SUP（サップ）
U-BOATジョイ、U-BOATジョイSUPパドル３

ピース、U-BOATジョイ用リーシュコード
R4.7.26 83,600

SUP（サップ）
U-BOATジョイ、U-BOATジョイSUPパドル３

ピース、U-BOATジョイ用リーシュコード
R4.7.26 83,600



資料１３ 
 

行政財産の目的外使用許可等状況 
 

 
１ 行政財産の目的外使用許可状況（土地）  

行政・

普通財

産の 

区分 

貸付 

（使用許

可） 

目的 

所在地 

数量 

又は 

面積 

貸付 

（使用許

可） 

年月日 

貸付（使用）料 

（円） 
貸付（使用許可）先 

備考 

単価 本年度の貸付料 
住 所 

氏 名 

行政 

財産 

電気供

給配電

線支持

物設置 

西伯郡

大山町

赤松明

間原

312-1 

電柱８

本、 

支線３

条 

R4.4.1 

～ 

R9.3.31 

年額 

9,680 
9,680 

米子市加茂町二丁目 51 

中国電力ネットワーク株

式会社 米子ネットワー

クセンター 

所長 森脇 照夫 

 

〃 〃 

電柱１

本 R3.4.1 

～ 

R8.3.31 

年額 

870 
870 

東京都港区海岸一丁目 7

番 1号 

ソフトバンク（株） 

代表取締役社長執行役員

兼 CEO 宮川 潤一 

 

〃 〃 

支柱線

１本、

支線 1

本 

R3.10.1 

～ 

R8.3.31 

年額 

   0 
0 

米子市加茂町二丁目 51 

中国電力ネットワーク株

式会社 米子ネットワー

クセンター 

所長 森脇 照夫 

 

携帯電

話無線

局ケー

ブル支

持物設

置 

〃 

電柱１

本、 

ケーブ

ル１条 

H31.4.22 

～ 

R6.3.31 

年額 

870 
870 

広島市東区二葉の里三丁

目 5-7 

株式会社エネルギアコミ

ュニケーションズ 

ソリューションズ技術本

部長 安田 克彦 

 

計      11,420   

 
２ 建物の利用状況 

目的 所在地 数量 
設置 

年月日 
設置期間 

利用料等（円） 
設置者 備考 

利用料等 手数料 

清涼飲料水等自動

販売機設置の用 

西伯郡大

山町赤松

明間原

312-1 

１台 H31.4.1 
H31.4.1～ 

R5.3.31 

年額 

19,920 
31% 

米子市両三柳

2887-2 

ダイドーベンディ

ングジャパン(株) 

 

清涼飲料水等自動

販売機設置の用 
〃 １台 H31.4.1 

H31.4.1～ 

R5.3.31 

年額 

19,920 
31% 

倉吉市広栄町 801-

20 

ネオス(株)倉吉営

業所 

 

 



主
催

事
業

名
期

　
　

　
日

対
象

・
定

員
内

　
容

　
・

　
目

　
的

備
考

春
の

体
験

満
開

フ
ェ

ス
テ

ィ
バ

ル
４

月
3

0
日

（
日

）
事

前
登

録
春

の
自

然
と

体
験

活
動

を
満

喫
青

年
の

家
の

活
動

、
民

間
・

各
協

会
連

携

フ
ァ

ミ
リ

ー
エ

ン
ジ

ョ
イ

カ
ヌ

ー
①

5
月

 2
0

日
（

土
）

②
5

月
 2

1
日

（
日

）
小

学
生

以
上

と
そ

の
保

護
者

　
各

6
0

名
ず

つ
家

族
で

カ
ヌ

ー
を

楽
し

む
カ

ヌ
ー

協
会

委
託

事
業

大
山

フ
ァ

ミ
リ

ー
登

山
５

月
２

8
日

（
日

）
小

学
校

4
年

生
以

上
と

そ
の

保
護

者
　

５
０

名
家

族
で

登
山

を
楽

し
む

地
元

大
山

の
魅

力
再

確
認

は
じ

め
て

の
冒

険
(低

学
年

)①
②

①
6

月
１

0
日

(土
)～

１
1

日
(日

)
②

６
月

2
4

日
(土

)～
2

5
日

(日
)

小
学

１
年

生
～

２
年

生
　

4
2

名
小

学
校

低
学

年
対

象
家

族
と

離
れ

て
キ

ャ
ン

プ
に

挑
戦

大
人

気
事

業

は
じ

め
て

の
キ

ャ
ン

プ
７

月
８

日
（

土
）

～
７

月
９

日
(日

)
未

就
学

児
（

年
少

）
以

上
と

そ
の

保
護

者
キ

ャ
ン

プ
デ

ビ
ュ

ー
応

援
企

画
未

就
学

児
か

ら
の

自
然

体
験

未
就

学
児

対
象

事
業

生
涯

学
習

実
践

道
場

（
七

夕
学

校
）

７
月

1
4

日
（

金
）

成
人

１
０

０
名

生
涯

学
習

関
係

者
の

実
践

発
表

・
研

修
・

交
流

の
場

西
部

地
区

社
会

教
育

協
議

会
共

催

だ
い

せ
ん

キ
ャ

ン
プ

（
不

登
校

対
策

）
①

7
月

1
2

日
（

水
）

②
２

月
１

日
～

2
日

不
登

校
や

学
校

を
休

み
が

ち
な

小
・

中
学

生
①

カ
ヌ

ー
　

②
ス

キ
ー

１
泊

野
外

体
験

で
リ

フ
レ

ッ
シ

ュ
体

験
不

登
校

対
策

事
業

満
天

の
星

を
見

よ
う

会
　

夏
・

秋
・

臨
時

夏
　

　
８

月
１

２
日

（
土

）
【

ペ
ル

セ
ウ

ス
座

流
星

群
接

近
】

秋
　

１
1

月
　

１
８

日
（

土
）

【
し

し
座

流
星

群
接

近
】

家
族

２
０

組
・

星
空

観
察

会
員

大
山

の
満

天
の

星
空

を
家

族
で

観
察

、
流

星
群

を
観

測
し

た
い

！
星

空
観

察
会

員
対

象
、

晴
れ

間
を

ね
ら

っ
た

星
空

観
察

星
取

県
推

進
事

業

大
山

青
春

サ
ミ

ッ
ト

８
月

2
6

日
（

土
）

～
２

7
日

（
(日

)）
成

人
3

０
名

　
青

年
団

交
流

事
業

高
校

生
・

青
年

団
対

象
自

然
体

験
活

動
西

部
地

区
社

会
教

育
担

当
者

、
南

部
町

・
江

府
町

・
大

山
町

青
年

団
、

県
青

年
団

と
の

連
携

大
山

わ
く

わ
く

探
検

隊
９

月
１

6
日

～
９

月
１

8
日

小
学

校
５

年
生

～
中

学
生

・
高

校
生

　
３

６
名

仲
間

と
の

ア
ド

ベ
ン

チ
ャ

ー
体

験
、

乗
り

越
え

よ
う

！
立

ち
は

だ
か

る
壁

、
意

識
の

壁
長

期
キ

ャ
ン

プ
主

催
事

業

う
き

う
き

自
然

塾
（

一
人

親
家

庭
支

援
）

９
月

２
3

日
（

土
）

～
2

4
日

(日
)

一
人

親
家

庭
　

1
5

家
族

家
族

で
キ

ャ
ン

プ
体

験
。

各
市

町
村

福
祉

課
の

協
力

で
一

人
親

に
チ

ラ
シ

配
布

青
年

の
家

秋
の

感
謝

祭
・

前
泊

１
０

月
１

4
日

(土
)～

１
5

日
（

日
）

 ２
４

家
族

秋
の

感
謝

祭
（

秋
祭

）
前

泊
。

家
族

で
楽

し
い

思
い

出
作

り
感

謝
祭

、
家

族
で

体
験

活
動

青
年

の
家

　
秋

の
感

謝
祭

１
０

月
１

5
日

(日
)

　 事
前

登
録

秋
の

自
然

と
体

験
活

動
を

満
喫

青
年

の
家

の
活

動
、

民
間

・
各

協
会

連
携

フ
ァ

ミ
リ

ー
エ

ン
ジ

ョ
イ

ス
キ

ー
１

月
２

０
日

（
土

）
小

学
校

１
～

3
年

生
と

そ
の

保
護

者
１

０
０

名
ス

キ
ー

デ
ビ

ュ
ー

応
援

企
画

。
次

は
だ

い
せ

ん
だ

！
ス

キ
ー

ク
ラ

ブ
委

託
事

業

①
ス

ノ
ー

シ
ュ

ー
・

歩
く

ス
キ

ー
の

つ
ど

い
②

ス
キ

ー
ハ

イ
キ

ン
グ

①
２

月
１

0
日

(土
)～

１
1

日
(日

)
②

　
　

１
0

日
（

土
）

・
１

１
日

(日
)

①
成

人
４

０
名

②
小

学
3

年
生

以
上

の
家

族
・

団
体

　
５

０
名

歩
く

ス
キ

ー
を

操
り

、
冬

山
を

お
も

い
っ

き
り

楽
し

む
。

歩
く

ス
キ

ー
啓

発
事

業

い
き

い
き

先
生

体
験

会
２

月
3

日
（

土
）

～
4

日
（

日
）

教
育

関
係

者
３

０
名

体
験

活
動

で
開

か
れ

る
意

識
と

交
流

教
育

関
係

者
の

体
験

活
動

支
援

事
業

施
設

開
放

事
業

・
閑

散
期

対
応

事
業

お
泊

ま
り

会
①

４
月

１
５

日
～

１
６

日
②

４
月

２
２

日
～

２
３

日
　

以
後

　
随

時
　

1
1

月
～

1
2

月
、

３
月

（
調

整
中

）

家
族

で
お

泊
ま

り
会

　
各

２
０

家
庭

グ
ル

ー
プ

で
お

泊
り

会
家

族
で

宿
泊

、
体

験
活

動
、

周
辺

の
自

然
を

活
か

し
た

ク
ラ

フ
ト

宿
泊

推
奨

企
画

施
設

開
放

モ
ノ

ク
ラ

フ
ト

①
１

２
/
2

　
②

１
２

/
9

　
③

１
２

／
１

6
家

族
各

回
2

0
名

程
度

本
物

の
材

料
で

も
の

づ
く

り
体

験
体

験
活

動
提

供
、

人
材

発
掘

自
然

は
ぼ

く
ら

の
遊

び
場

だ
６

月
頃

・
１

１
月

頃
（

調
整

中
）

家
族

各
回

2
0

名
程

度
大

人
編

ツ
リ

ー
イ

ン
グ

、
カ

ヌ
ー

、
谷

川
探

検
を

は
じ

め
と

し
た

野
外

体
験

活
動

野
外

体
験

活
動

提
供

施
設

開
放

秋
：

自
然

体
験

活
動

（
１

０
月

～
）

冬
：

そ
り

ま
つ

り
（

1
2

月
～

2
月

）

家
族

単
位

／
小

学
校

低
学

年
、

未
就

学
児

家
族

／ 大
人

対
象

企
画

オ
リ

エ
ン

テ
ー

リ
ン

グ
芝

遊
び

な
ど

／
そ

り
遊

び
、

雪
遊

び
／

自
然

満
喫

体
験

施
設

開
放

自
然

体
験

活
動

の
機

会
提

供

令
和

5
年

度
大

山
青

年
の

家
主

催
事

業
一

覧

資料１４



資料１５ 

 

大山青年の家給食会の概要について 

 

１ 組織 

（１）大山町教育長を会長とする。 

（２）給食会の事務局は大山青年の家に置き、大山青年の家所長を事務局長とする。 

（３）大山青年の家には所長、栄養士・調理員を置き、業務を行う。 

（４）大山青年の家所長は、会長の名を受け、業務を掌理する。 

 

２ 業務 

（１）大山青年の家利用者に対する食事の提供 

（２）食事の献立決定、材料購入及び調理 

（３）利用者に対する食育の推進 

（４）その他付随する業務 

 

３ 委託料 

指定管理者は、県から受ける指定管理委託料のうち下表の各年度の予算額に光熱費を加えた金額及び

利用者から徴収する食事に係る経費を給食会に支払う。 

なお、光熱費は物価上昇が著しい現状にあるため、今後の価格動向を踏まえて別途、設定する。 

業務において要する経費が、指定管理者が給食会に支払う金額を超過しても、指定管理者及び県は原

則、その差額を補填しない。 

 

現契約      （単位：千円） 

年 度 令和５年度 

金 額 ６，１３２ 

 

（単位：千円） 

年 度 令和６年度 令和７年度 令和８年度 令和９年度 令和１０年度 

金 額 ７，２９２ ７，４３８ ７，５７２ ７，６９７ ７，８３０ 

※令和６年度以降は未契約であるため、変更の可能性がある 

 

４ その他 

現在、現指定管理者、鳥取県と大山青年の家給食会で委託契約を締結しており、令和６年度以降は、新

たに指定管理者となった者と鳥取県、大山青年の家給食会と３者契約を行う。（参考：別記１ 給食業務

委託仕様書（現契約に係るものであり、見直しの可能性がある。） 

  



（別記１） 

鳥取県立大山青年の家給食業務委託仕様書 

  

この仕様は、鳥取県立大山青年の家の給食業務を実施するための仕様を示すものである。 

 鳥取県立大山青年の家給食会（以下「給食会」という。）は、受託業務の遂行に当たり、鳥取県立大山

青年の家が青少年の健全育成を図るための施設であることを十分に認識し、「食」が青少年の健全な心と

身体を培い豊かな人間性を育む基礎となることを十分認識した食事提供を行うとともに、食育基本法（平

成 17年法律第 63号）を遵守し、「食」に関する知識と「食」を選択する力を習得させ、健全な食生活を

実践することができる人間を育てる食育を推進すること。 

 また、県民が広く利用する公の施設であることを十分に認識し、食品衛生法（昭和 22年法律第 233

号）等関係法令を遵守し、衛生の管理、利用者の安全その他品位及び秩序の維持を確保すること。 

 

１ 鳥取県立大山青年の家を利用する者への食事の提供 

（１）１日の給食回数は朝、昼及び夕の３回とし、食事を提供する時間は次のとおりとする。ただ

し、鳥取県立大山青年の家を利用する者（以下「利用者」という。）の研修プログラムによって

は前後する場合があるので、弾力的な対応を行い、できるだけ温かい献立は温かいうちに、冷た

い献立は冷たいうちに利用者に提供できるように努めること。 

朝 食 ８：００～ ９：００ 

昼 食 １２：００～１３：００ 

夕 食 １７：３０～１８：３０ 

（２）給食必要数は原則として３日前の正午までに鳥取県と連携して把握すること。 

（３）１食あたりにつき利用者から徴収する食事代（以下「食事代」という。）は、次のとおりとする。

利用者からの給食費の徴収は原則として、施設使用料の徴収とともに指定管理者が行い、給食会

に引き渡す。 

食事代 

（円） 

  朝   昼   夕 合 計 

５１０ ６４０ ７８０ １，９３０ 

（４）利用者から特別の要望があった場合には、（１）又は（３）の規定にかかわらずその要望に則し

た献立を提供するものとし、食事代は、当該食事に要した食材料費の２倍の金額を徴収するもの

とする。 

（５）利用日直近の食事数の減又は食事の取り消しに係る食事代の徴収については、原則として次表

のとおりとする。 

３日前の正午（その日が休所日となる場

合はその前日の午後５時）～前日の午後

５時 

食事数の減の場合は、減となる食事代の全額を徴

収（変更前の食事数を提供）。 

食事の取り消しの場合は食事代の半額を徴収。 

前日の午後５時（その日が休所日となる

場合はその前日の午後５時）～当日 

食事数の減の場合は、減となる食事代の全額を徴

収（変更前の食事数を提供）。 

食事の取り消しの場合は食事代の全額を徴収。 

※台風・地震・大雪などの災害により、大山青年の家近辺の交通機関の不通等により開所でき

ない場合は、食事代を徴収しない。 

※利用者の地域で地震、噴火等予測不可能な災害が発生し、入所できない場合は、食事代を徴収しない。 

 

２ 食事の献立決定、材料購入及び調理 

（１）１日当たりの栄養摂取量は、厚生労働省が定める最新の食事摂取基準を目安とする。 

（２）１食当たりの材料購入費は、１食当たり給食費のおおむね２分の１とする。 

（３）給食会は、鳥取県と連携して入所者との食事事前打ち合わせを行い、野外炊飯、赤松の池など

所外での給食、利用団体が重なった場合などの給食について、適切な献立を検討し実施するこ

と。 

（４）アレルギー対応について、鳥取県と連携して入所者情報を事前把握して適切に対応すること。 



（５）豊かな緑と水に恵まれた自然の下で先人からはぐくまれてきた、地元ならではの豊かな味覚や

文化の香りあふれる献立を極力工夫して提供するように努めること。 

（６）食材は、地産地消推進のため、極力、地元の産品を中心とした県内産品を用いること。なお、

過度に加工した食材は避け、鮮度の良い衛生的なものを選択するように常に配慮し、特に有害な

もの又はその疑いのあるものは避けること。 

（７）食材の検収に当たっては、食材の品質、鮮度、包装容器等の状況、異物の混入、品質保持期限

（賞味期限）等の表示などについて十分に点検を行い、記録し、これを保存すること。 

（８）従業員は、清潔な被服を着用し、作業の前後には必ず手指を消毒して、常に清潔を保つこと。 

（９）厨房内は常に清潔を保ち、食品に防虫、防そ等の措置を講じ、衛生的に保管すること。 

（10）食器類は、使用の都度、消毒を行うこと。 

（11）残飯、残菜その他汚物の処理を完全に行うこと。 

（12）腸管出血性大腸菌Ｏ－１５７等による食中毒の発生防止に努めること。 

 

３ 利用者に対する食育の推進 

（１）「食」は、心身の成長及び人格の形成に大きな影響を及ぼし、生涯にわたって健全な心と身体を

培い豊かな人間性をはぐくんでいく基礎となるものであることを十分に認識し、利用者に対し、

「食」に関する知識と「食」を選択する力を習得させ、健全な食生活を実践することができる人間

を育てる食育を推進すること。 

（２）豊かな緑と水に恵まれた自然の下で先人からはぐくまれてきた、地域の多様性と豊かな味覚や

文化の香りあふれる日本の「食」の重要性を十分に認識し、郷土の食材により調理した郷土料理を

利用者に提供し、これを紹介すること。 

 

４ その他業務 

（１）委託業務の遂行に遅滞等が生じることがないように常に人員の確保に留意するとともに、委託

業務実施上必要かつ十分な人員を配置し、適正な労務管理を行うこと。なお、従業員に鳥取県の遂

行業務に支障を来す行為があった場合は、鳥取県は、給食会に対して委託業務の従事者の交代を

求めることができる。 

（２）従業員の健康診断を年１回以上、検便は月に１回以上必ず実施し、その結果を鳥取県に対し直ち

に報告すること。ただし、伝染病の発生しやすい時期には、月２回の検便をするほか、さらに疑わ

しいときは随時行うこと。 

（３）従業員の健康状態に留意し、伝染病の場合はもとより、その疑いのある場合又は鳥取県の指示を

受けた場合は、これを就業させてはならない。 

（４）従業員に対し、定期的な衛生面及び技術面の教育及び研修を実施するとともに、従業員の被服、

言動が児童、生徒、青年に及ぼす影響の大なることを自覚し、品位を保つよう指導すること。 

 


